
【参考資料２】 学 力 基 準

○　新入生

学部

養護教諭特別別科

大学院修士課程
（博士前期課程）
専門職学位課程

大学院博士課程
（博士後期課程）

○　在学生

学部
大学院修士課程
専門職学位課程

大学院博士課程
（博士後期課程）

標準修得単位数 標準修得単位数を満たしていても，留年した場合は免除及び徴収猶予の対象としません。

1年次 2年次 3年次 4年次 5年次 要卒業単位数

31 58 90 124

33 65 95 124

31 62 93 124

30 60 90 124

30 60 90 124

平成12～16年度入学者 50 89 136.5 165.5 202 215

平成17～25年度入学者 42 83 128.5 164.5 201 219

平成26年度以降入学者 42 79 123 165.5 202.5 224.5

看護学専攻 33 76 107 124

放射線技術科学専攻 32 66 97 124

検査技術科学専攻 31 68 100 124

平成17～27年度入学者 38 71 106 154 180 202

平成28年度以降入学者 39 75 104 140 177 197

平成17～20年度入学者 29 73 114 140

平成21年度以降入学者 29 75 119 147

34 70 104 124

31 62 100 124

修士課程 14 30

専門職学位課程 20 46

保健学研究科 博士前期課程 14 30

修士課程 16 30

博士前期課程 10 30

現代社会文化研究科 博士前期課程 8 30

自然科学研究科 博士前期課程 12 38又は42

16 40

平成22～24年度入学者 必修36 必修66/選択6 102

平成25年度以降入学者 必修30 必修61 　 　 　 93

【注意事項】
　１．前期・後期どちらも前年次の成績が基準となります。

　２．前年次と同一の年次（原級）に留まった者又は最短修業年限を超えて在学している者は免除及び徴収猶予の対象

　　としません。（病気，留学等の事由による場合は，免除及び徴収猶予の対象とする場合があります）

　３．学力基準が上記基準を満たしていない者は，免除及び徴収猶予の対象としません。なお，学資負担者を失った者，

　　風水害等の災害により著しい被害を受けた者，生活保護世帯，障害者等は学力基準の特例を設けています。

医歯学総合研究科

実務法学研究科
（法学未修者）

技術経営研究科

教育学研究科

歯学部（歯学科）

医学部（医学科）

理　　学　　部

前年次までの標準修得単位数を満たしている者で，前年次において修得した単位数のうち「良」
（「Ｂ」）以上が６５％以上の者

農　　学　　部

学部・研究科名
年　次　別　標　準　修　得　単　位　数

医学部（保健学科）

歯学部
（口腔生命福祉学科）

工　　学　　部

高等学校の成績の評定平均値が３.５以上の者又は入学試験の成績が所属する学科又は課程
の上位２分の１以上の者若しくは高等学校卒業程度認定試験（大検を含む。）に合格した者

看護師養成機関において修得した専門教育科目の単位（科目）数のうち「良」（「Ｂ」）以上が
６５％以上の者又は入学試験の成績が上位２分の１以上の者

人　文　学　部

法　　学　　部

経　済　学　部

大学において修得した専門教育科目の単位（科目）数のうち「良」（「Ｂ」）以上が６５％以上の者
又は入学試験の成績が所属する研究科又は専攻の上位２分の１以上の者

指導教員等が，成績，研究能力及び研究成果により判定し，優秀と認めた者

教　育　学　部

修士課程又は学部において修得した単位数のうち「良」（「Ｂ」）以上が６５％以上の者又は入学
試験の成績が所属する研究科又は専攻の上位２分の１以上の者


